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１ 分譲の申込みから購入まで 

① 分譲の募集 

  町広報誌及び町ホームページ等で公募します。 

 

 

② 分譲の申込み 

 【受付期間】 令和７年１２月１日(月) から 令和８年１月１４日(水)まで 

 【受付時間】 午前８時３０分から午後５時まで 

        （正午から午後１時までの間は除く。） 

        （土・日曜日及び祝日は受付不可。）  

 【受付場所】 直島町役場建設経済課 窓口 

 ※ 申込みに当たっては、申込資格及び分譲の条件にご注意ください。 

 

                 

③ 説明会、分譲の決定 

 【説明会】 申込書受付後に随時開催 

 ※ 分譲の決定は、申込書受付の先着順とします。なお、事前に資格審査等を行った 

  上で、説明会のご案内をします。 

 ※ 説明会には、本人又は代理人が必ず出席してください。 

      

        

④ 契約の締結、契約保証金の支払 

  町長が指定する期日内に契約を締結し、契約の締結と同時に契約保証金を納入して 

 いただきます。 

 ※ 分譲条件を特約とする 10年間の買戻特約付売買契約となります。 

 ※ 契約保証金は、売買代金の 100分の 10に相当する額です。 

 

 

⑤ 売買代金の支払 

  町長が指定する期日内に売買代金から契約保証金を控除した額を納入していただき 

 ます。 

 

 

⑥ 土地の引渡し・所有権移転登記 

  売買代金の入金を確認後、土地の引渡し及び所有権移転登記を行います。 

 ※ 所有権移転登記と同時に、10年間の買戻特約を付記登記させていただきます。 
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２ 分譲地の概要等  

 ⑴ 位置図 

 

 
 

 

 

 

 

分譲箇所 

分譲箇所 

※ 地理院地図（https://maps.gsi.go.jp/）（国土地理院）をもとに直島町作成 

※ 地理院地図（https://maps.gsi.go.jp/）（国土地理院）をもとに直島町作成 
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 ⑵ 区画割図 

 

                                

 

 

 

 

 

赤：募集区画 
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 ⑶ 概要 

 

所 在 地 香川県香川郡直島町字坪ノ奥 

分譲区画数 １区画  

分 譲 面 積 

及 び 筆 数 
P5「⑷分譲区画等一覧表」のとおり。 

分 譲 単 価 ［１区画当たりの単価］13,000円/㎡ 

地   目 宅 地 

用途地域等 
［都市計画］都市計画区域外 

［自然公園］瀬戸内海国立公園（普通地域） 

自然災害被 

害想定区域 

［津波・高潮］あり 500年から数千年に 1度の想定し得る最大規模の高潮（※１）

による氾濫が発生した場合に浸水が想定されています。 
 

（※1）①中心気圧：910hPa［室戸台風級］、②最大旋衝風速半径：75km［伊勢湾台風級］、 

③移動速度：73km/h［伊勢湾台風級］、④海岸堤防及び水門はすべて決壊 

を想定しています。［確率規模 500～数千年程度］ 

 

［土 砂 災 害］なし 

周 辺 道 路 

［隣接道路］県道北風戸積浦線 

［接  道］・（区画番号④、⑦の南側を除く）幅員 6.2ｍ 

      ・（区画番号④、⑦の南側）   幅員 3.0ｍ～6.0ｍ 

設   備 

［上水道］敷地内まで引込管を設置済。 
 
［ガ ス］なし 
 
［電 気］接道、緑地の敷地内に建柱（中国電力株式会社） 
     ※（第１期分譲地、区画番号②のみ敷地内に建柱。） 
 
［電話等］個別申込みによる供給（ＮＴＴ西日本他） 
 
［下水道］敷地内まで引込管を設置済。 
     ※ 直島町下水道事業受益者負担に関する条例第５条の規定に 
      より、受益者負担金として、土地の面積に 1平方メートル当 
      たり 500円を乗じて得た額が必要となります。 
 
［雨 水］隣接側溝 

公共施設 

までの距離 

［直島町役場］約 1.4ｋｍ 

［直島小学校、直島中学校］約 2.2ｋｍ 

［直島港］（本村港）約 1.2ｋｍ 

［宮浦港］約 3.4ｋｍ 

［町立診療所］約 3.8ｋｍ 

交   通 町営バス（最寄りのバス停：天皇下 約 200ｍ、積浦 約 400ｍ） 
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 ⑷ 分譲区画等一覧表 

 

  ※ 分譲区域内に字境があるため、複数筆の区画があります。 

  ※ 公簿面積(㎡)欄内の[  ]内の数値は合計値。 

区画 

No 
所  在  地 

公簿面積

(㎡) 

分譲単価 

（円/㎡） 

分譲価格

（円） 
備 考 

① 香川郡直島町字坪ノ奥 488番 5 217.07 13,000 2,821,910 分譲済 

② 香川郡直島町字坪ノ奥 488番 6 224.98 13,000 2,924,740 分譲済 

③ 香川郡直島町字坪ノ奥 488番 7 224.84 13,000 2,922,920 分譲済 

④ 香川郡直島町字坪ノ奥 488番 8 234.58 13,000 3,049,540  

⑤ 香川郡直島町字坪ノ奥 488番 9 224.99 13,000 2,924,870 分譲済 

⑥ 香川郡直島町字坪ノ奥488番10 225.26 13,000 2,928,380 分譲済 

⑦ 香川郡直島町字坪ノ奥488番11 244.08 13,000 3,173,040 分譲済 

⑧ 

香川郡直島町字坪ノ奥488番12 

香川郡直島町字姫宮 527番 18 

 

142.85 

85.02 

[ 227.87] 

13,000 2,962,310 分譲済 
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 ⑸ ハザードマップ（抜粋）   

 

①津波浸水想定区域 

モーメントマグニチュード（Mw）9.1 規模の地震が発生し、満潮時に最大クラスの津波が襲来した場
合に、陸上部での浸水予測区域を示したもの。 

 

 

②高潮浸水想定区域図 
 500 年から数千年に１度の想定し得る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に、浸水が想定され
る区域を示したもの。 

 

分譲箇所 

分譲箇所 
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⑹ 地質調査（※第１期造成箇所にて調査） 

 

 

 

 

 

 

ボーリング調査位置 
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３ 申込期間 

⑴  受付期間 

   令和７年１２月１日(月) から 令和８年１月１４日(水) まで 

 

 ⑵ 受付時間 

   午前８時３０分から午後５時まで（正午から午後１時までの間は除く。） 

   （土・日曜日及び祝日は受付不可。）  

 

 ⑶ 受付場所 

   直島町役場建設経済課 窓口 

 

 ⑷ 申込方法 

   別紙の申込書に関係書類を添えて、直島町役場建設経済課までご持参ください。 

   なお、郵送、ＦＡＸ、電子メール、電話による受付はできませんのでご注意ください。 

  ※ 申込みは、１世帯で１区画とし、同居しようとする親族等による複数区画の申込みはでき 

   ません。 

 

 

４ 申込資格 

 ⑴ 住宅（自らが所有し、専用に居住するための専用住宅）を建設するために宅地を必要とする 

  方 

 

 ⑵ 申込書の提出日において、現に同居し、又は同居しようとする親族（夫婦又は親子を主体と 

  した家族であること。ただし、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ 

  る者、その他申込日より６月以内に婚姻する予定の者を含む。）がいる方 

 

 ⑶ 申込者及び同居しようとする者（中学生及び高校生を除く満 15歳以上の者）が市町村税等 

  を滞納していない方 

 

 ⑷ 分譲地の所在地に住民票を移し、生活の本拠地として居住することを確約できる方 

 

 ⑸ 町長が指定する日に売買代金等の支払が確実にできる方 

 

 ⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団及び反社 

  会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う 

  者でない方 

 

 ⑺ 現に同居し、又は同居しようとする者が前号に該当する者でない方 
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５ 分譲の条件 

 ⑴ 分譲地を別荘、セカンドハウス等の目的に使用しないこと。 

 

 ⑵ 営利目的であるか否かにかかわらず、売買、賃貸、貸借、飲食店、宿泊施設（簡易宿所若し 

  くは民泊又はこれらに類するものを含む。）、風俗関係の店舗等、分譲地を専用住宅の用途以外 

  に使用しないこと。 

 

 ⑶ 分譲地の売買契約（以下「契約」という。）の締結の日から３年以内に住宅の建設を完了し 

  た上で分譲地の所在地に住民票を移し、生活の本拠地として居住すること。 

 

 ⑷ 契約の締結の日から 10年間は、分譲地に関する所有権を第三者に貸与し、又は譲渡しては 

  ならない。ただし、相続、同一家族間の承継により当該権利が移転する場合は、この限りで 

  ない。 

 

 ⑸ 契約の締結の日から 10年間は、分譲地に地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は 

  賃借権その他の使用及び収益に関する権利を設定してはならない。ただし、自己住宅の建設の 

  ため、町長の承認を得て行う担保権の設定については、この限りでない。 

 

 ⑹ 契約の締結の日から 10年間の買戻特約を登記することに同意すること。 

 

 ⑺ 分譲地は、敷地内の全ての工作物、樹木及び埋設物を含んだ現状有姿のまま引き渡すことと 

  すること。 

 

 ⑻ 分譲地の地盤改良及び地質調査のための経費は、購入者の負担とすること。 

 

 ⑼ 分譲地の属する自治会へ加入し、その活動に積極的に参加すること。 

 

 ⑽ 分譲地及びその周辺環境に支障をきたす行為を行わないこと。 

 

 ⑾ 契約の履行確保のために町長が行う実地調査等に協力すること。 

 

 ⑿ 直島町宅地分譲要綱及び契約の条項に違反しないこと。 

 

 ⒀ その他町長が特に定める事項に違反しないこと。 
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６ 申込みに必要となる書類 

 ⑴ 宅地分譲申込書 

  ※ 共有名義にて購入を希望される場合は、共有者の氏名及び持分割合をご記入ください。 

 

 ⑵ 申込者及び同居しようとする者の住民票 

 

 ⑶ 代理人の場合は、その委任状 

 

 ⑷ 申込者及び同居しようとする者（中学生及び高校生を除く満 15歳以上の者）の直近１年間 

  の市町村民税に係る納税証明書又は非課税証明書 

 

 ⑸ 確約書 

 

 ⑹ 「４ 申込資格⑵」中の婚姻予定者に該当する場合は、婚姻誓約書 

 

 ⑺ その他町長が必要と認める書類 

 

 

７ 資格審査等 

 ⑴ 申込書受付後、資格審査を行い、分譲資格該当者には、説明会等のご案内を文書にて送付し

ます。（分譲資格に該当しなかった方についても文書にて通知します。） 

  ※ 【説明会】申込書受付後に随時開催。（日程は、申込者と協議の上で決定します。） 

 

⑵  分譲の決定は、申込書受付の先着順とします。なお、申込書に不備があった場合は、受付で

きませんのでご注意ください。 

 

 ※ 契約の締結の日までに同居予定者の死亡、離婚、婚姻予定の解消等により、Ｐ８の「４ 申 

  込資格」に該当しなくなった場合は、分譲の決定を取り消すこととなります。 

 

 

８ 契約の締結等 

 ⑴ 分譲の決定通知を受けた購入者は、分譲決定日から 30日以内に町が指定する契約書にて契 

  約（10年間の買戻特約付売買契約）を締結していただく必要があります。 

  ※ 共有名義にてお申込みをされた場合は、持分割合を明記し、連名での契約となります。 

 

 ⑵ 契約の条件は、Ｐ９の「５ 分譲の条件」をご参照ください。 

   なお、添付書類等の詳細は、契約のご案内の際に別途説明いたします。 

 

 ※ 買戻特約の期間（10年間）中に、Ｐ９の「５ 分譲の条件」の他直島町宅地分譲要綱等で町 

  長が定める事項に違反があった場合、町は契約を解除し、分譲地を買い戻すことができます。 
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 ※ 契約解除となった場合、契約保証金に相当する額を違約金として町に支払わなければなりま

せん。（この場合の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しません。） 

   また、このことによって購入者に損害が生じても、町はその責任を負いませんので、十分ご 

  注意ください。 

 

 

９ 売買代金等の支払 

 ⑴ 売買代金の支払については、まず、契約の締結と同時に売買代金の 100分の 10 に相当する   

  金額を契約保証金として納入していただきます。 

 

 ⑵ 契約保証金の納入日から 90日以内に、売買代金から契約保証金を控除した額を納入してい 

  ただきます。 

 

 

１０ 土地の引渡し 

 ⑴ 分譲地の引渡しは、売買代金の納入を確認後、購入者と町職員の両者立会いの上で行います。  

 

 ⑵ 分譲地は、現状のまま引渡しします。 

  ※ 敷地内に電柱（中国電力柱）がある区画がありますが、現状のままで引渡ししますので、 

   現地をご確認いただき、了解の上でお申込みください。 

    中国電力への連絡及び引継ぎは町が行いますが、電柱の位置の変更等を希望される場合は、 

   その交渉や手続は、購入者において行っていただくこととなります。 

 

 ⑶ 分譲地の引渡し後は、これを常に良好に使用及び管理いただき、快適な住宅環境の維持に努 

  めていただくこととなります。  

 

 

１１ 所有権移転登記等 

 ⑴ 売買代金の納入を確認後、速やかに分譲地の所有権移転登記及び買戻特約の付記登記の手続 

  を行います。 

 

 ⑵ 上記⑴の登記手続は町が行いますが、登記手続に係る費用は、全て購入者の負担となります。 

 

 ⑶ 上記⑴の登記手続が完了したときは、速やかに登記完了証等の書類を引渡しします。 

 

 ※ 共有名義でお申込みし、契約を締結した場合は、その持分割合にて共有名義で登記手続を行 

  います。 
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１２ その他注意事項 

⑴  現地説明会は開催いたしません。 

 

⑵ 分譲地の引渡しは現状のままで行いますので、必ず事前に現地をご確認ください。 

 

⑶  地質調査については、第１期造成工事の施工前にボーリング調査（１箇所）を実施していま

す。地質調査における推定地質断面図をＰ６からＰ７の「２ 分譲地の概要等 ⑹地質調査」

に掲載していますので、十分ご確認いただいた上でお申込みください。 

    なお、地質調査の詳細につきましては、別途お問合せください。 

   

 ⑷ 契約及び所有権移転登記は公簿面積で行います。所有権移転登記後、実測面積との間に差異 

  が生じても、町は地積更正登記を行う義務を負いません。 

 

 ⑸ 住宅の建設を行う場合には、建築基準法等による法的な規制や遵守規定がありますので、関 

  係機関にご確認ください。 

 

 ⑹ 契約内容(物件の所在地、地目、用途地域区分、数量、契約金額等）については、公表する

ことがあります。 

    

 ⑺ 近隣住居への日照の影響、交通安全の確保や落下物対策としての外壁等の後退など、周辺環

境への影響については、後日のトラブルの原因とならないよう特段の配慮をお願いします。 

 

 ⑻ お申込みに当たっては、あらかじめ金融機関と相談するなど、充分な資金計画を立ててくだ 

  さい。 

 

 ⑼ この分譲の案内に記載する事項のほか、契約等に関する事項については、地方自治法及び地

方自治法施行令並びに直島町契約規則及び直島町宅地分譲要綱に基づいて行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お申込み・お問合せ先】 

 直島町役場 建設経済課 

  〒761-3110 香川県香川郡直島町 1122番地 1 

   ＴＥＬ：087-892-2224 

   ＦＡＸ：087-892-3888 

   E-mail：kensetsu1@town.naoshima.lg.jp 
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【申 込 様 式】 
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 様式第１号(第８条関係) 

宅地分譲申込書 
   年   月   日 

 直島町長 殿 

       申込者 住 所 
                      

                         氏 名             ㊞ 

                         （※共有の場合 持分  分の  ） 
 

 下記のとおり宅地分譲地を購入したいので、「宅地分譲のご案内」及び「直島町宅地分譲要綱」 

の内容を承諾のうえ、関係書類を添えて申込みます。 
 

記 

分譲地名及び希望区画番号               【区画番号：     】 

共有者(※共有の場合のみ記入) 
住所 

氏名                  （持分  分の  ） 

居
住
予
定
者
の
状
況 

氏 名 続柄 生 年 月 日 年齢 
扶養の 
有 無 

所得金額 
（年 額） 

勤 務 先 の 
所在地及び名称 

 本人 年 月 日  有・無 円  

   年 月 日   有・無 円  

   年 月 日   有・無 円  

   年 月 日   有・無 円  

   年 月 日   有・無 円  

  年 月 日  有・無 円  

   年 月 日   有・無 円  

現 在 の 居 住 状 況 
１ 公営住宅  ２ 社  宅  ３ 民間借家  ４ 民間アパート 

５ 持  家  ６ 同  居  ７ その他（          ）   

資
金
計
画 

区  分 土  地 建  物 （予 定 借 入 先） 

自 己 資 金  円  円  

借 入 金  円  円 

建 設 予 定 日 [着手]   年   月頃   [完了]   年   月頃 

申込理由（具体的に

ご記入ください。） 
 

添 付 書 類 

１ 住民票（申込者及び同居しようとする全ての者）  

２ 委任状（代理人の場合） 

３ 直近１年間の市町村民税に係る納税証明書又は非課税証明書（申込者及び同居 

 しようとする全ての者であって、中学生及び高校生を除く満 15歳以上の者） 

４ 確約書 

５ 婚姻誓約書（婚姻予定者に該当する場合） 

６ その他町長が必要と認める書類 
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様式第２号（第８条関係） 

 

委 任 状 

 

 

  年  月  日 

 

 

直島町長  殿 

 

 

申込者 住 所               

                

氏 名            ㊞  

 

                 電話番号    （   ） 

 

 

 

 宅地分譲の申込みに係る権限を下記の者に委任します。 

 

 

記 

 

 

〔受任者〕 

 

 住 所 

 

 氏 名 

 

 申込者との関係 

 

 連絡先 
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様式第３号（第８条関係） 

 

確 約 書 

 

  年  月  日 

 

 直島町長  殿 

 

               申込者 住 所               

                

                   氏 名            ㊞  

 

                    電話番号   （   ） 

  

 

私は、このたび宅地分譲の申込みに当たり、下記の事項について確約します。 

 

記 

 

１ 契約の締結と同時に町長が指定する日までに売買代金の１割に相当する金 

 額を契約保証金として支払い、かつ、町長が指定する期間内に売買代金から 

 契約保証金を控除した残額を支払います。 

 

２ 申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者が、暴力団員による不当 

 な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定す 

 る暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並 

 びに公序良俗に反する行為を行う者でないことを確約します。 

  また、「宅地分譲のご案内」及び「直島町宅地分譲要綱」の内容を承諾の上 

 申込みます。 

  なお、町長が必要な場合には、この確約書の写し及び申込書類を警察署に 

 提出し、情報提供及び意見聴取することについて承諾します。 

 

３ 照会の結果、上記確約事項が虚偽であった場合、町との間における契約、 

 許可、登録、申請等が取消し又は却下されても、異議申立ては一切いたしま 

 せん。 

 

４ 町の生活文化、自然環境等への理解を深め、居住者としての自覚を持ち、 

 よりよき地域住民となることをここに確約します。 
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様式第４号（第８条関係） 

 

 

婚 姻 誓 約 書 

 

直島町長 殿 

 

   年   月   日 

 

 

 

下記両名は、入籍することを誓約します。 

なお、申込日から６月以内に住民票（夫又は妻の記載があるもの）を提出します。 

 

                   記 

 

申込者 

住所 

氏名            ㊞ 生年月日    年  月  日 

婚姻予定者 

住所 

氏名            ㊞ 生年月日    年  月  日 

 

入籍予定日       年   月   日 

 

 

（注）婚姻予定者が未成年者の場合は、その法定代理人の同意を得た文書を添付してください。  

 

 


